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社会福祉法人  竜谷保育会  

認定こども園  鉄南保育園  

重要事項説明書  
 

１  施設運営主体  

事業者の名称  社会福祉法人  竜谷保育会  

事業者の所在地  帯広市東３条南５丁目５番地  

事業者の連絡先  ０１５５－２３－３７２０  

代表者氏名  理事長  石川  勝紀  

 

２  当園の概要、目的及び運営の方針  

施設の種類  保育所型認定こども園  

施設の名称  認定こども園  鉄南保育園  

施設の所在地  帯広市西９条南１４丁目２番地  

連絡先  電話番号   ０１５５－２４－５０５９  

ＦＡＸ番号  ０１５５－２４－５５９１  

管理者（施設長） 園長  前原  匡宏  

開設年月日  昭和２５年９月１日  

利

用

定

員  

認定区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

１号     3 人  3 人  4 人  10 人  

２号     30 人  30 人  30 人  90 人  

３号  12 人  24 人  24 人     60 人  

合計  12 人  24 人  24 人  33 人  33 人  34 人  160 人  

支給認定区分  

認定区分には、子どもの年齢や保護者の状況に応じ、１号

認定（教育標準時間認定）、２号・３号認定（保育認定）の区

分があります。  

区分  

１号認定  ２号認定  ３号認定  

（ 教 育 標 準 時 間 認 定 ）  （保育認定）  

保育  

時間  

教育標準時間  

（４時間１５分）  

保育標準時間（最大１１時間）  

保育短時間（最大８時間）  

対象  

児童  

保育の必要性の有

無に関係ない満３

～５歳児  

保育を必要と

する満３～５

歳児  

保育を必要と

する満３歳未

満児  

 

令 和 ８（ ２ ０ ２ ６ ）年 ２ 月 １ ３ 日 版  
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３  施設の概要   

敷地  
敷地全体  ２，２９７．２㎡  

園庭  ７９０．０㎡  

園舎  
構造  鉄筋コンクリート造り地下１階付３階建て  

延べ  １，５７３．０㎡  

 

４  主な設備の概要   

設  備  部屋数  備        考  

乳児室  ２室  １階（０歳児）  

ほふく室  ２室  １階（１歳児）  

保育室  ７室  
１階：２室（２歳児）   

２階：５室（３歳児２室、４・５歳児３室）  

遊戯室  １室  １階  

調理室  １室  １階  

事務室  １室  １階  

保育士休憩室  １室  ２階  

 プレイルーム  １室  ２階  

 

５  提供する特定教育・保育の内容  

 児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指

針及び当園の全体的な計画に沿って、入園児の心身の状況に応じた保育を提供し

ます。  

施設の目的  

社会 福 祉 法 人 竜谷 保 育会 が 設置 す る 認 定 こど も 園 鉄 南 保育

園は、特定保育・教育施設として、当園を利用する小学校就学

前の 子ど もに 対し 、 適切 な保 育を 提供 す るこ とを 目的 と し ま

す。  

運営方針  

いのちを大切に、生きている喜びを感じ、ともに育ちあうと

いう「まことの保育」を推進し良質で適切な内容の保育を提供

することにより、すべての子どもが健やかに成長するための環

境が等しく確保されることを目指します。  

 保育の提供に当たっては、子どもの最善の利益を考慮し、  

その福祉を積極的に増進するため、入園児の意思及び人格を

尊重した保育を提供するよう努めます。  

当園は、入園児の家庭及び地域との結びつきを重視した運営

を行うとともに、その支援を行い、小学校等の関係機関との密

接な連携に努めます。  



 

- 3 - 

 

６  職員体制（令和７年４月１日現在）  

職  種  員  数  常  勤  非常勤  職務の内容  

園長  １人  １人   

保育の質及び職員の資質向上に取

り組むとともに、職員の管理及び

業務の管理を一元的に行います。  

主任保育士  １人  １人   
園長を補佐し、保育内容について

保育士を統括します。  

副主任保育士  ３人  ３人   

保育に従事し保育計画の立案、実

施、記録及び家庭との連絡等の業

務を行うとともに、主任保育士を

補佐し保育の充実に努めます。  

保育士  ３５人  １５人  ２０人  

保育に従事し保育計画の立案、実

施、記録及び家庭との連絡等の業

務を行います。  

調理員  ４人  ２人  ２人  

給食の調理、食品の調達計画と受

け払い、調理室及び食品庫等の管

理その他給食に関する業務を行い

ます。  

事務員  １人  １人   

建物、備品の保全管理、経理事務、

物品の調達・受払い、文書の収発、

整理、関係機関との連絡その他庶

務に関する業務を行います。  

清掃員  ２人   ２人  園内外の清掃業務を行います。  

嘱託医  
内科医一法人  

歯科医１人  

子どもの健康診断と保健衛生の指

導に関する業務を行います。  

 



 

- 4 - 

 

７  保育提供日・保育提供時間・休園日  

 

【１号認定子ども】  

保育提供 日  月曜日～ 金曜 日（休 園日除く ）  

保育提供 時間  ８時３０ 分～ １２時 ４５分  

預かり保 育  

 

保育提供 日  

 

７時～８ 時３ ０分  

１２時４ ５分 ～１９ 時  

夏季・冬 季・ 春季休 暇 の  

月曜日～ 金曜 日  

※祝日、 年末 年始（ １２月２ ９日

から翌年 の１ 月３日 まで） 除 く。  

７時～１ ９時  

 

休園日  土曜日、 日曜 日、祝 日  

夏季休暇 ：令 和８年 ７月２５ 日（ 土）～ ８月１７ 日（ 月）  

冬季休暇：令和 ８年 １ ２月２２ 日（火 ）～令 和９年１ 月９ 日（土）

春季休暇：令和 ９年 ３ 月１５日（月）～令和 ９年３月 ３１ 日（水） 

 ※午後 ０時 ４５分 以降の預 かり 保育 で は、午睡 を行 います 。  

 ※行事 （こ どもま つり、わ くわ く 運動 会、生活 発表 会）は 、土曜日 開催 です。  

 

【新２号認定子ども（１号認定 +新２号認定）】  

保育提供 日  月曜日～ 金曜 日（休 園日除く ）  

保育提供 時間  ８時３０ 分～ １２時 ４５分  

預かり保 育  

 

保育提供 日  ７時～８ 時３ ０分  

１２時４ ５分 ～１９ 時  

夏季・冬 季・ 春季休 暇 の  

月曜日～ 金曜 日  

※ 祝日 、 年 末年 始 （ １ ２月 ２ ９日

から翌年 の１ 月３日 まで） 除 く。  

７時～１ ９時  

 

土曜日  

※祝日、 年末 年始（ １２月２ ９日

から翌年 の１ 月３日 まで） 除 く。  

７時～１ ９時  

休園日  土曜日、 日曜 日、祝 日  

夏季休暇 ：令 和８年 ７月２５ 日（ 土）～ ８月１７ 日（ 月）  

冬季休暇：令和 ８年 １ ２月２２ 日（火 ）～令 和９年１ 月９ 日（土）

春季休暇：令和 ９年 ３ 月１５日（月）～令和 ９年３月 ３１ 日（水） 

 ※午後 ０時 ４５分 以降の預 かり 保育 で は、午睡 を行 います 。  

 ※行事 （こ どもま つり、わ くわ く運動 会、生活 発表 会）は 、土曜日 開催 です。  

 

【２・３号認定子ども】  

保育提供 日  月曜日～ 土曜 日（休 園日除く ）  

保育提供 時間  保育標準 時間 認定  

（最大１ １時 間）  

７時～１ ８時  

 

保育短時 間認 定  

（最大８ 時間 ）  

８時～１ ６時  

延長保育  

 

※保育提 供日  

保育標準 時間 認定  １８時～ １９ 時  

保育短時 間認 定  

 

７時～８ 時  

１６時～ １９ 時  

休園日  日曜日 、祝日 、年 末年 始（１ ２月２ ９日 から 翌年の１ 月３ 日まで ） 
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８  利用料金  

  次の 利用 料金を 当園にお 支払 いいた だきます 。  

  なお 、今 後の社 会情勢の 変化 、物価 高騰等に より 金額が 変更する 場合 があり ま

す。  

（１）保育料（３号認定子ども）  

   帯 広市 が定め る保育料  

（２）延長保育料（２号認定子ども・３号認定子ども）  

延長保育 は、 当園の 開園時間 の中 で、通 常の保育 時間 を 超え て保育を 行う 事業

です。  

利用対象 は、 保育園 の入園要 件を 満たし ており、 かつ 、保護 者の方々 の勤 務時

間や通勤 時間 その他 の理由で 、延 長保育 を利用す る必 要があ るお子さ んで す。  

また、利 用に は、当 園への申 込、 承認が 必要です 。  

なお、延 長保 育料は 免除され る場 合があ ります。  

 

利 用 時 間 延長保育 料  

保育短時 間  

  

  

７：００ ～８ ：００  7:00～ 7:30、 7:30～ 8:00 

16:00～ 16:30、 16:30～ 17:00 

17:00～ 17:30、 17:30～ 18:00 各５ ０円  １６：０ ０～ １８： ００  

１８：０ ０～ １９： ００  ２００円  

保育標準 時間  １８：０ ０～ １９： ００  ２００円  

 

（３）預かり保育料（１号認定子ども、新２号認定子ども）  

  預か り保 育は、 当園の開 園時 間の中 で、 通常 の保 育時間 及び保育 日数 を超え て 保

育を行う 事業 です。  

利用対象 は、 保育園 の入園要 件を 満たし ており、 かつ 、保護 者の方々 の勤 務時間

や通勤時 間そ の他の 理由で、 預か り保育 を利用す る必 要があ るお子さ んで す。  

なお、利 用に は、当 園への申 込、 承認が 必要です 。  

 

提供日  対   象  利用時間  預かり保 育料  

保育提供 日   
1 号認定子こ ども  

新２号認 定子 ども  

７ ： ０ ０ ～ ８ ： ３ ０  
7:00～ 7:30、 7:30～ 8:00 

8:00～ 8:30  各５ ０円   
１ ２ ： ４ ５ ～ １ ６ ： ０ ０  ２５０円  

１ ６ ： ０ ０ ～ １ ８ ： ０ ０  ２００円  

１ ８ ： ０ ０ ～ １ ９ ： ０ ０  ２００円  

春季休暇  

夏季休暇  

冬季休暇   

1 号認定子ど も  

新２号認 定子 ども  

７ ： ０ ０ ～ ８ ： ３ ０  
7:00～ 7:30、 7:30～ 8:00 

8:00～ 8:30  各５ ０円  

８ ： ３ ０ ～ １ ８ ： ０ ０  ４５０円  

１ ８ ： ０ ０ ～ １ ９ ： ０ ０  ２００円  

 

  

土曜日  

  

  

新２号認 定子 ども  

７ ： ０ ０ ～ ８ ： ３ ０  
7:00～ 7:30、 7:30～ 8:00 

8:00～ 8:30  各５ ０円  

８ ： ３ ０ ～ １ ２ ： ４ ５  ４５０円  

１ ２ ： ４ ５ ～ １ ６ ： ０ ０  ２５０円  

１ ６ ： ０ ０ ～ １ ８ ： ０ ０  ２００円  

１ ８ ： ０ ０ ～ １ ９ ： ０ ０  ２００円  

※  １号 認定 に加え 、新２号 認定 を受け ると、預 かり 保育料 も無償化 の対 象とな り、

月の利用 日数×４ ５ ０円と預 かり 保育料 を比較し 、小 さいほ うが月額 １１ ，３０ ０

円まで無 償と なり、 預かり保 育料 の全額 または一 部が 無料と なります 。  

※  長期 休暇 及び土 曜日の預 かり 保育は 、別途給 食費 ２ ４０ 円 /日が必要な 場合 が あ

ります。  

※  土曜 日の 預かり 保育は、 新２ 号認定 子どもが 対象 です。  
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（４）給食費（１号認定子ども、新２号認定子ども、２号認定子ども）  

（単位： 円 /月）  

項    目  
１号認定 子ど も  

新２号認 定子 ども  
２号認定 子ど も  

主食費  ８００   １ ,０００  

副食費  ４ ,０００  ４ ,９００  

合  計  ４ ,８００   ５ ,９００   

 

※  長期 休暇 （１号 認定子ど も、 新２号 認定子ど も） 及び土 曜日（新 ２号 認定子 ど

も）の預 かり 保育に 伴う給食 費は 、２４ ０円 /日です。  

※  1 号認定 こども 及 び新２号 認定 子ども の給食費 は、 ２号認 定子ども の月 額を上 限

とします 。  

 

（５）お にぎ り代（ １号認定 子ど も、新 ２号認定 子ど も、２ 号認定子 ども ）  

 毎月１ 回の 「ラー メンの日 」に は、３ ～５歳児 は、 おにぎ りを持っ てく ること にな

っていま すが 、忘れ てしまい 届け ること もできな い 場 合に限 り、当園 から おにぎ りを

提供し、 おに ぎり代 （１００ 円 /回）を お 支払いい ただ きます 。  

 

「ラ ー メン の 日 」の おに ぎ り は 、 持 参い ただ く こと が 原 則で すの で 、当 園 か らの お

にぎ り の提 供 は 例外 的・ 限 定的 な 対 応で す。  

おに ぎ り代 は 、 原則 通り で あれ ば 発 生し ない こ とを ご 理 解の うえ 、 コド モ ン （ア プ

リ） で 配信 す る 毎月 の給 食 献立 表 や お知 らせ を ご確 認 い ただ き、「ラ ー メ ンの 日 」 に

は、 必 ずお 子 さ んに おに ぎ り を 持 た せる よう に して く だ さい 。  

もし 、 当園 か ら おに ぎり の 提供 を 受 けた 場合 は 、 く れ ぐ れも 繰り 返 し忘 れ る こと の

ない よ うご 注 意 くだ さい 。  

 

（６）そ の他  

 ①  保 育料 や給食 費は長期 欠席 しても 在籍して いる 限り納 入してい ただ きます 。  

ただし、 月途 中で入 退園した 場合 、保育 料と給食 費は 、日割 計算しま す。  

 ②  給 食費 は途中 入園・退 園時 、及び ６日開園 日以 上長期 欠席で３ 開園 日前に 減免

申請書に より 申請が あった場 合は 、 減額 すること がで きます 。  

 ③  保 育料 や給食 費（副食 費） の納入 が困難な 方は 事由に よって減 免の 制度が ある

ので、こ ども 課（℡ ：６５－ ４１ ５８・ ６５－４ １５ ９） に ご相談く ださ い。  
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９．支払方法等  

全ての利 用料 金は、「 ゆうちょ 銀行 」の口 座引き落 とし により お支払い いた だ きま

すので、 口座 開設等 をお願い しま す。ま た、 現金 での お支払 いはお受 けし ません の

で、ご注 意く ださい 。（すでに 「ゆ うちょ 銀行」の 口座 を保有 し、口座 開設 、口座 引

き落とし 手続 きを完 了してい る方 は除き ます。）  

 

（１）「ゆうちょ銀行」の口座開設  

  「ゆ うち ょ銀行 」の口座 をお 持ちで ない方は 、口 座 の開 設をお願 いし ます。  

（２）口座引き落としの手続き  

口座引き 落と しには 個別に申 し込 みが必 要となり ます ので、 ３月 １ ０日 まで に最

寄りの郵 便局 で手続 きをお願 いし ます。 なお、口 座引 き落と し手続き が完 了する ま

でには２ 週間 ほど要 しますの で、 お早め の手続き をお 願い し ます。  

 

 

（支払方 法）  

利用料金  支払方法  注  意  事  項  

保育料  

延長保料  

預かり保 育料  

給食費  

おにぎり 代  

・毎月２ ８日 （金融 機関休業 日の 場

合は、そ の翌 営業日 ）に、「 ゆうち

ょ銀行」 の口 座引き 落としと しま す

ので、前 日ま でにご 入金、口 座残 高

を確認い ただ き、引 き落とし 不能 に

ならない よう にお願 いします 。  

なお、「 ゆうち ょ銀 行 」の口座 引

き落とし 手数 料は、 当園が負 担し ま

す。  

・ 保 育 料 及 び 給 食 費 は 、 毎 月 お 支 払

いいただ きま す。  

・延長保 育料 、預か り保育料 、預 か

り保育に 伴う 給食費 は、利用 実績 に

応じて月 単位 で計算 し、前月 分を 翌

月にまと めて 請求し ます。  

なお、預 かり 保育料 は、無償 化対

象額を控 除し た額を お支払い いた だ

きます。  

・おにぎ り代 は、前 月に提供 した 場

合、翌月 に請 求しま す。  

 

・支払日 に引 き落と しができ

なかった 場合 は、当 園指定の

期限まで に、 当園の 指定口座

へ振り込 みく ださい 。  

この場合 、口 座振り 込み手

数料は保 護者 負担と なります

ので、ご 了承 くださ い。  

・利用料金の未納がありま

すと、園の運営に支障をき

たします。  

また、利用料金を滞納され

ますと、契約解除（退園）と

なる場合があります。  

納 入 が 滞 る こ と の な い よ

うご注意ください。  

 

 

※  卒園 児の 卒園年 度の３月 分の 支払い は、保育 料及 び給食 費は口座 引き 落とし です

が、これ ら以 外の延 長保育料 、預 かり保 育料、預 かり 保育に 係る給食 費 、 おにぎ り

代（当園 から おにぎ りの提供 を受 けた場 合）に限 り、 ３月中 に現金で 、お 支払い い

ただきま す。  

なお、現 金で のお支 払いの際 には 、 必ず 釣銭のな いよ う前も ってご準 備 い ただき

お支払い くだ さい。 釣銭が必 要な 場合は お 受領で きま せんの で、ご注 意く ださい 。  

また、当 園の 利用料 金ではあ りま せんが 、 育成会 の会 費も現 金でお支 払い いただ

きますの で、 利用料 金と同様 に釣 銭のな いようお 願い します 。   
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１０．利用の開始  

（１）当 園は 、１号 認定子ど もの 利用の 申し込み を受 けたと き又は帯 広市 から ２ ・３

号認定子 ども が利用 調整によ り決 定され 、 保育の 実施 につい て要請を 受け たとき

は、次に 掲げ る場合 を除き、 これ に応じ るものと しま す。   

①  利用 申込 のあっ た１号認 定子 どもと 現に当園 を利 用して いる１号 認定 子ども の

総数が、 利用 定員の 総数を超 える 場合   

②  利用 要請 があっ た２号認 定子 ども又 は３号認 定子 どもの 数及び現 に当 園を利 用

している ２号 認定子 ども又は ３号 認定子 どもに係 る園 児の総 数が、当 園の 利用定

員の総数 を超 える場 合   

③  当園 の現 員から 利用申し 込み に応じ きれない 場合  

④  その 他、 園児の 受け入れ にあ たり、 適切な保 育を 提供す ることが 困難 な場合   

（２）１ 号認定 子ど もについ て、利 用定 員を超え る申 し込み があった 場合 は、次 の各号

の順によ り選 考しま す。  

①  ２歳 児ク ラスか ら進級予 定の 在園児  

②  ２号 認定 から変 更予定の 在園 児  

③  在園 児の 兄弟姉 妹  

④  先着 順又 は抽選  

（３ ）前項 の選考 の 方法 、その 他入園 に 必要な手 続は 、毎 年 度、募集要 項を定 め て明示

します。  

（４）当 園は、１号認 定子ども の保 育の利 用開始に 当た っては 、入園希 望者に あら かじ

め 重 要 事 項 説 明 書 等 利 用 開 始 に あ た り 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ る 説 明 を 行

い 、 当 園 に お け る 保 育 の 提 供 等 に つ い て 同 意 し た 保 護 者 と 当 園 の 利 用 に 係 る 契 約

を締結し ます 。  

（５）当 園は、２号認 定子ども 又３ 号認定 子どもの 保育 の利用 開始に当 たっ ては、帯広

市 に よ る 利 用 調 整 を 経 た 上 で 、 あ ら か じ め 重 要 事 項 説 明 書 等 利 用 開 始 に あ た り 必

要 な 事 項 を 記 載 し た 書 面 に よ る 説 明 を 行 い 、 本 園 に お け る 保 育 の 提 供 等 に つ い て

同意した 保護 者と本 園の利用 に係 る契約 を締結 し ます 。  

 

１１．利用の終了  

当園の利 用子 どもが 次のいず れか に該当 するとき は、 保育の 提供を終 了 し ます。  

（１）園 児が 小学校 に就学す ると き  

（２）子 ども ・子育 て支援法 によ る教育 ・保育給 付認 定を受 けた保護 者が 、同法 に定

める給付 要件 に該当 しなくな った とき  

（３）利 用子 どもの 保護者か ら当 園の利 用に係る 取り 消しの 申し出が あっ たとき  

（４）市 が当 該子ど もの利用 継続 につい て不可能 であ ると認 めたとき  

（５）そ の他 、利用 継続にお いて 重大な 支障又は 困難 が生じ たとき  

 

１２．契約の解除  

当園は、 保護 者が支 払うべ き 利用 料金（ ８（１） ～（ ５）ま で） を２ カ月 以上滞 納

し、期限 を定 めて支 払の催告 をし たにも かかわら ず、 支払わ れない場 合は 、文書 で通

知するこ とに より、 当該利用 契約 を解除 すること がで き ます 。  
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１３．コドモン  （アプリ）  

当園では 、保 育シス テム「コ ドモ ン」を 導入して いま す。  

保育園か らの お知ら せ等 の配 信、 当園と 保護者と の連 絡、登 降園管理 等は 、コド モ

ンで行い ます ので、 コドモン アプ リの  イ ンストー ルを お願い します。  

 なお、 イン ストー ルをされ てい ない保 護 者へは 、別 途ご案 内します 。  

 

１４．嘱託医  
当園は、 以下 の医療 機関と嘱 託医 契約を 締結して いま す。  

 

（１）内科・小児科  

医療機関 の名 称  十勝勤労 者医 療協会  

院長名又 は医 師名  瀬川  高 志  

所  在  地  帯広市 西 9 条南 11 丁 目 1 番地  

電  話  番  号  0155-21-4718 

 

（２）歯科  

医療機関 の名 称  たけしげ 歯科 医院  

院長名又 は医 師名  竹重  和 郎  

所  在  地  帯広市 西 17 条北 1 丁 目 23-7 

電  話  番  号  0155-35-5796 

 

 

1５．緊急時の対応方法  

（１）当 園は 、保育 の提供中 に、 発熱（ ３７．５ ℃以 上）や 身体に異 常を きたし た

時、その 他緊 急事態 が生じた 時は 、あら かじめ保 護者 が指定 した緊急 連絡 先 へ速 や

かに連絡 し、 医療機 関への連 絡を 行うな ど必要な 措置 を講じ ます。  

連絡の際 には 、出来 るだけ早 めの お迎え をお願い しま す。  

（２）保 護者 と連絡 が取れな い場 合には 、園児の 安全 を最優 先させ、 当園 でしか るべ

き対処を 行い ますの で、あら かじ めご了 承をお願 いし ます。  

（３）保 護者 は、確 実に連絡 がつ く緊急 連絡先を 指定 いただ くととも に、 当園か らの

連絡に応 答で きない 場合は 、 速や かに当 園へご連 絡く ださい 。  
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１６．非常災害時の対策  

 当園は、非常災害時には別途定める消防計画書により対応します。  

 

園 舎 の 耐 火 構 造  耐火建築 物  

防 災 設 備  
自動火災 報知 設備・ ガス漏れ 報知 器・誘 導灯・消 火器  

セコムへ の通 報警報 設備  

避 難 ・ 消 火 訓 練  
避難訓練 及び 消火訓 練を月１ 回実 施しま す。  

業者によ る消 火器・ 消防用設 備の 点検を 実施しま す。  

避 難 場 所  
指定避難 所  花園小学 校  

広域避難 場所  グリーン パー ク  

管 轄 消 防 署  

帯広消防 署柏 林台出 張所  

所在地  帯広市柏 林台 西町２ 丁目２番 地  

電話番号  0155-41-7177 

管 轄 警 察 署  

帯広警察 署西 ５条交 番  

所在地  帯広市西 ５条 南１６ 丁目４－ ５  

電話番号  0155-24-6094 

 

１７．利用者に対しての保険の種類・保険内容  

加入保険 の種 類  保険の内 容  備考  

（独）日 本ス ポー

ツ振興セ ンタ ー災

害共済給 付制 度  

●医療費 （負 傷・疾 病）  

 ・医 療保険 診療の 医 療費総額 の４ 割（そ の うち１

割の付加 給付 ）の額  

【 乳 幼 児 医 療 助 成 に よ り 自 己 負 担 額 が な い 場 合

は、１割 の付 加給付 のみ】  

※ 原 因 で あ る 事 由 が 園 の 管 理 下 で 生 じ た も の

で、治 療（ 健康 保険等 の医療保 険対 象のも の）要

する費用 の額 が５０ ０点（ ５，００ ０円 ）以上 が

対象  

●障害見 舞金   

●死亡見 舞金   

保護者負 担  

（育成会 で

負担）  

園負担  

  

社会福祉 施設 総合

損害補償  

●対人賠 償 (１名・ １ 事故 ) １億円 ・７ 億 円  

●対物賠 償 (１事故 )  １ ,０００ 万円  

●通院保 険金 日額  ５００円  

園負担  
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１８．要望・苦情等の対応  
要望・苦 情等 を受け 付けた場 合に は、迅 速かつ適 切に 対応し ます。  

また、そ の内 容を記 録し、帯 広市 からの 指導また は助 言を受 けた場合 には 、必要 な  

改善を行 いま す。  

 

（１）相談窓口  

苦 情 解 決 責 任 者  前原  匡 宏（ 鉄南保 育園園長 ）  

受 付 担 当 者  川口  優 子（ 鉄南保 育園主任 保育 士）  

第 三 者 委 員  
今木  啓 智  

宮川  清 志  

受 付 方 法  
面接・電話・書 面な どにより 、受付担 当 者が随時 受け 付け

ます。  

 

（２）苦情等の受付解決方法     

①  苦情 等の 受付  

苦情等は 面接 、電話 、書面な どに より受 付担当者 が随 時受け 付けます 。  

②  苦情 等の 受付の 報告確認  

受付担当 者が 受け付 けた苦情 等を 苦情解 決責任者 と第 三者委 員（相談 者が 第三者

委員への 報告 を希望 した場合 ）に 報告し ます。  

③  苦情 等の 解決の ための話 し合 い  

 苦情解 決責 任者は 、相談者 と 誠 意を持 って話し 合い 、円満 な解決に 努め ます。  

その際、 相談 者は、 第三者委 員の 助言や 立ち合い を求 めるこ とができ ます 。  

 

１９．虐待防止のための措置  
 園児の人権擁護と虐待防止を図るため、帯広市こども虐待対応マニュアルに沿っ
た対応に努めます。また、必要な体制の整備を行い職員研修の実施や 虐待の早期
発見、未然防止に必要な措置を講じます。  

 

２０．個人情報保護  

鉄南保育園では、園児および保護者・家庭に関する個人情報の取り扱いについて、

『個人情報の保護に関する法律』（以下、『個人情報保護法』と呼ぶ。）及び関連法令、

「認定こども園鉄南保育園個人情報管理規程」等を遵守し、下記の方針に基づいて

個人情報の保護に努めます。  

 

１  基本理念  

当園では、「個人情報保護法」第３条において「個人情報は、個人の人格尊重の

理念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえて、個

人情報を取り扱う全ての者が、個人情報の性格と重要性を十分認識し、その適正な

取り扱いを図ります。  

 

２  個人情報の利用目的   

当園では、保護者より口頭もしくは文書により提供を受けて得た個人情報、又は

日々の保育業務を通して得た個人情報を、『児童福祉法』および厚生労働省編『保

育所保育指針』が示している保育所保育の円滑な実施以外の目的で使用することは

ありません。  
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利用目的は  

①  園児募集並びに入園に関する業務  

②  保護者との連絡に関する業務  

③  園児の保育に関する業務  

④  園児の記録管理に関する業務  

⑤  園児の健康状態把握に関する業務  

⑥  卒園児の確認に関する業務  

とします。  

 また、当園は、園内で及び園外で当園関係職員が撮影した写真や動画を以下の

利用目的の範囲内で取り扱います。   

①  園内の掲示物、当園が管理・保有するホームページ及びアプリによる保

護者への配信   

②  職員採用・園児募集の広報  

③  園のパンフレット  

   ④  保護者への説明  

 

３．取得の制限   

当園は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。  

 

４．個人情報の第三者への提供の制限  

当園では、法令等の規定に基づく場合を除いて、保護者の同意を得ないで第三者

に個人情報を提供することはありません。   

 

５．個人情報の管理  

当園は、利用する個人情報を正確かつ最新に保つよう努めるとともに、漏洩（ろ

うえい）滅失、又は毀損（きそん）の防止、その他の安全管理のために必要かつ適

切な措置を講じます。また、利用目的を失した個人情報については、法令等に定め

のあるものを除き、確実かつ速やかに消去するものとします。  

 

６．個人情報の開示・訂正・利用停止等  

当園は、保護者がその子ども、その家庭および自身の個人情報の開示・訂正・利

用停止・消去を求める権利を有していることを十分に認識し、これらの要求がある

場合には、法令に従って速やかに対応します。なお、苦情等についても適正に対応

します。   

 

７．守秘義務  

 職員は、業務上知り得た個人情報について、在職中及び退職後においても他にも

らしません。  

 

８．その他（個人情報保護法に関する注意事項）  

（１）保護者等は、行事等で撮影した写真、動画及び当園で販売している写真を使

用する場合はご自身以外のお子さん・保護者・当園職員及び園関係者の個人情

報の流出のないよう取り扱いには十分ご注意ください。  

  また、当園が取り扱う写真等についても同様に十分ご注意ください。  

 

（２）保護者等は、写真や動画をＳＮＳ等インターネット上に掲載する際は、ご自

身以外のお子さん・保護者・当園職員及び園関係者の個人情報の流出のないよ

う、また、誹謗中傷とならないよう十分ご注意ください  


